
資料１３－１ 水道の区分 
（   は水道法上の用語） 

 
 
                               （平成 16 年 3 月 31 日現在） 

 
水道事業            上水道事業 〔施設数：40〕 
一般の需要に応じて水を     計画給水人口 5,001 人以上 
供給する事業で計画給水     

 水道法適用   居住人口 101 人以上のもの   簡易水道事業〔施設数：217〕 
                           計画給水人口 101～5,000 人 

                 

                 
                 
                 
 

 (注)居住とは､滞在と異なり継続的であることを要する｡ 
    Ex･療養所入所者､旅館の従業者｡ 

･普通の病院の入院患者､旅館の宿泊客は､居住者ではない｡ 

 
 

 
                 
水     道         水道用水供給事業 
導管等により、         水道事業者に水道用水を供給する事業 
飲料水を供給す         
る施設の総体         専用水道 （有効容量100ｍ３を越えるもので下記のいずれかに該当するもの）〔施設数：130〕(臨時のものを除く)  

居住者が 101 人以上の寄宿舎、住宅等の自家用水道若しくは 
一日の最大給水量が 20ｍ3を越えるもの 

 
 

簡易専用水道  
集合住宅などで水道事業から受水した 
水を供給するもので、受水槽の有効容 
量の合計が 10ｍ3を超えるもの 

 
 
 

県条例水道 
愛媛県水道条例にいう導管等 県 
により、50人以上の飲料水を 水 
供給する施設の総体     道  〔施設数：243〕 

水道法非適用   飲料水供給施設        条  
計画給水人口50人(特例10   例  
人)～100人で厚生省補助の 

                   もの 
 

一般飲用井戸    愛媛県飲用 
飲用井戸等    業務用飲用井戸   井戸等衛生 

小規模受水槽水道  対策要領 

 

 



資料 13－２ 水道水質監視項目 

 

番号 項目名 指針値 
測定 
回数 

超過 
回数 

番号 項目名 指針値 
測定 
回数 

超過 
回数 

１ 
ﾄﾗﾝｽー 1.2- 
ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

0.04 mg/㍑以下 43 ０ 19 抱水ｸﾛﾗー ﾙ 0.03 mg/㍑以下 33 ０ 

２ ﾄﾙｴﾝ 0.6 mg/㍑以下 43 ０ 20 ｲｿｷｻﾁｵﾝ 0.008 mg/㍑以下 43 ０ 

３ ｷｼﾚﾝ 0.4 mg/㍑以下 43 ０ 21 ﾀ゙ ｲｱｼ゙ ﾉﾝ 0.005 mg/㍑以下 43 ０ 

４ 
P-ｼ゙ ｸﾛﾛ 
ﾍ゙ ﾝｾ゙ ﾝ 

0.3 mg/㍑以下 43 ０ 22 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 0.003 mg/㍑以下 43 ０ 

５ 
1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛ 
ﾌ゚ ﾛﾊ゚ ﾝ 

0.06 mg/㍑以下 43 ０ 23 ｲｿﾌ゚ ﾛﾁｵﾗﾝ 0.04 mg/㍑以下 43 ０ 

６ 
ﾌﾀﾙ酸ｼ゙ ｴﾁﾙ 
ﾍｷｼﾙ 

0.06 mg/㍑以下 33 ０ 24 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ 0.05 mg/㍑以下 43 ０ 

７ ﾆｯｹﾙ 0.01 mg/㍑以下 37 ０ 25 ﾌ゚ ﾛﾋ゚ ｻ゙ ﾐﾄ゙  0.05 mg/㍑以下 43 ０ 

８ ｱﾝﾁﾓﾝ 0.002 mg/㍑以下 37 1 26 ｼ゙ ｸﾛﾙﾎ゙ ｽ 0.008 mg/㍑以下 43 ０ 

９ ほう素 0.05 mg/㍑以下 37 ０ 27 ﾌｪﾉﾌ゙ ｶﾙﾌ゙  0.03 mg/㍑以下 43 ０ 

10 ﾓﾘﾌ゙ ﾃ゙ ﾝ 0.07 mg/㍑以下 37 ０ 28 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ 0.0001 mg/㍑以下 55 ０ 

11 ｳﾗﾝ 0.002 mg/㍑以下 34 1 29 ｲﾌ゚ ﾛﾍ゙ ﾝﾎｽ 0.008 mg/㍑以下 43 ０ 

12 亜硝酸性窒素 0.05 mg/㍑以下 43 ０ 30 EPN 0.006 mg/㍑以下 43 ０ 

13 二酸化塩素 0.6 mg/㍑以下 ０ ０ 31 ﾍ゙ ﾝﾀｿ゙ ﾝ 0.2 mg/㍑以下 34 ０ 

14 亜塩素酸ｲｵﾝ 0.6 mg/㍑以下 ０ ０ 32 ｶﾙﾎ゙ ﾌﾗﾝ 0.005 mg/㍑以下 34 ０ 

15 ﾎﾙﾑｱﾙﾃ゙ ﾋﾄ゙  0.08 mg/㍑以下 33 ０ 33 
2,4-ｼ゙ ｸﾛﾛ 
ﾌｪﾉｷｼ酢酸 

0.03 mg/㍑以下 34 ０ 

16 ｼ゙ ｸﾛﾛ酢酸 0.02 mg/㍑以下 33 ０ 34 ﾄﾘｸﾛﾋ゚ ﾙ 0.006 mg/㍑以下 34 ０ 

17 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.3 mg/㍑以下 33 ０ 35 ﾀ゙ ｲｵｷｼﾝ類 
1pg-TEQ/㍑以下

（暫定） 
16 ０ 

18 ｼ゙ ｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾙ 0.08 mg/㍑以下 33 ０      

注１  番号13～19は浄水、その他は原水の水質検査を行うこととなっている。 

  ２  水道水質管理計画で定められた頻度より多く検査を行っている監視地点もある。 

  ３  平成12年９月に二酸化塩素（番号13）及び亜塩素酸イオン（番号14）が追加され、

全部で35項目となっている。 

 

 



年間給水量
（m3）

一人一日
最大給水量

（L）

一人一日
平均給水量

（L）
上水道 専用 条例 計

1 松 山 市 476,250 472,844 99.3 50,955,710 340 306 1 7 48 56 112

2 今 治 市 116,761 116,765 100.0 15,317,604 475 360 1 1 4 1 7

3 宇和島市 60,704 60,688 100.0 8,764,601 496 396 1 （1） 3 0 1 5

4 八幡浜市 31,972 31,379 98.1 4,740,819 494 418 1 9 0 7 17

5 新居浜市 127,553 121,061 94.9 17,339,400 456 398 1 1 9 12 23

6 西 条 市 59,296 20,598 34.7 2,179,627 430 395 1 7 48 6 62

7 大 洲 市 38,907 34,746 89.3 5,767,607 534 459 1 6 0 5 12

8 川之江市 38,374 38,011 99.1 6,106,332 502 440 1 0 0 1

9 伊予三島市 37,865 37,804 99.8 6,030,668 502 440 (1) 1 1 5 7

10 伊 予 市 31,203 30,949 99.2 4,346,434 444 386 1 1 0 2 4

11 北 条 市 28,796 25,753 89.4 2,973,423 370 317 1 9 0 4 14

12 東 予 市 33,283 23,681 71.2 3,034,000 514 362 1 0 2 3 6

13 新 宮 村 1,683 994 59.1 125,798 503 352 2 0 1 3

14 土 居 町 17,812 15,841 88.9 1,697,251 336 295 1 10 0 2 13

16 小 松 町 10,013 9,716 97.0 1,074,000 370 303 1 0 1 4 6

17 丹 原 町 13,797 11,525 83.5 1,286,569 376 306 1 （1） 1 0 2

18 朝 倉 村 5,179 5,120 98.9 755,000 533 404 1 0 0 1

19 玉 川 町 5,986 5,649 94.4 691,113 466 335 1 1 0 2

20 波 方 町 9,804 9,630 98.2 994,000 340 283 1 0 0 1

21 大 西 町 9,162 9,018 98.4 1,325,420 464 403 1 1 0 2

22 菊 間 町 7,610 6,680 87.8 847,353 476 348 1 1 0 1 3

23 吉 海 町 4,715 4,262 90.4 386,374 349 250 2 0 1 3

24 宮 窪 町 3,685 3,328 90.3 317,860 357 262 1 0 0 1

25 伯 方 町 7,904 6,205 78.5 592,645 357 262 (1) 0 0 0

26 魚 島 村 285 281 98.6 25,005 402 244 2 0 2

27 弓 削 町 3,818 3,565 93.4 343,965 338 264 1 0 0 1

28 生 名 村 2,055 1,892 92.1 182,547 338 264 (1) 0 0 0

29 岩 城 村 2,263 1,653 73.0 159,488 338 264 (1) 0 0 0

30 上 浦 町 3,689 3,593 97.4 343,171 357 262 (1) 0 0 0

31 大三島町 4,180 3,804 91.0 363,324 357 262 (1) 0 0 0

32 関 前 村 797 784 98.4 55,449 300 194 2 0 2

33 重 信 町 22,970 22,834 99.4 3,078,410 542 374 1 7 7 6 21

34 川 内 町 11,310 8,931 79.0 1,621,789 461 512 6 1 5 12

35 中 島 町 6,270 5,495 87.6 389,871 353 200 13 1 14

36 久 万 町 7,364 6,988 94.9 1,095,937 534 435 （1） 5 0 2 7

37 面 河 村 908 232 25.6 32,850 818 818 1 0 4 5

38 美 川 村 2,367 1,493 63.1 116,708 364 293 6 0 7 13

39 柳 谷 村 1,285 779 60.6 47,357 339 270 4 0 11 15

40 小 田 町 3,726 2,966 79.6 296,159 406 304 13 0 13 26

41 松 前 町 31,471 31,107 98.8 3,814,000 423 346 1 0 2 2 5

42 砥 部 町 21,368 20,524 96.1 3,041,512 496 406 1 1 1 3

43 広 田 村 1,184 698 59.0 108,161 624 554 2 1 1 4

44 中 山 町 4,492 2,666 59.3 273,751 413 309 4 0 6 10

45 双 海 町 5,399 2,767 51.3 310,908 424 324 6 1 2 9

46 長 浜 町 9,208 8,560 93.0 1,066,810 430 354 1 2 0 7 10

47 内 子 町 11,224 8,153 72.6 1,178,788 512 418 1 4 0 10 15

48 五十崎町 5,945 5,851 98.4 778,266 322 371 5 0 3 8

49 肱 川 町 3,091 2,571 83.2 343,647 349 376 3 0 2 5

50 河 辺 村 1,293 583 45.1 30,665 266 208 3 0 4 7

51 保 内 町 10,946 10,836 99.0 1,301,671 406 336 1 4 0 2 7

52 伊 方 町 6,599 6,229 94.4 892,621 652 393 1 1 1 3

53 瀬 戸 町 2,653 2,653 100.0 235,354 447 243 1 0 1

54 三 崎 町 4,060 3,998 98.5 353,000 379 242 1 0 0 1

55 三 瓶 町 8,957 8,957 100.0 1,244,990 563 381 1 3 0 4

56 明 浜 町 4,608 4,608 100.0 400,000 344 238 1 0 0 1

57 宇 和 町 18,086 16,970 93.8 2,211,102 405 368 1 8 0 11 20

58 野 村 町 10,833 9,625 88.8 1,384,541 507 412 1 16 1 8 26

59 城 川 町 4,620 3,391 73.4 343,517 339 313 15 0 13 28

60 吉 田 町 12,643 12,579 99.5 1,352,000 349 294 1 0 0 1

61 三 間 町 6,839 6,692 97.9 570,000 404 233 1 0 0 1

62 広 見 町 10,981 10,566 96.2 1,284,624 525 337 1 5 0 2 8

63 松 野 町 4,956 4,940 99.7 714,587 409 396 3 0 3

64 日 吉 村 1,888 1,512 80.1 157,294 415 310 1 0 3 4

65 津 島 町 13,644 13,442 98.5 46,569 746 284 2 1 0 1 4

66 内 海 村 2,344 2,344 100.0 140,253 718 412 (1) 1 0 1

67 御 荘 町 9,526 9,526 100.0 1,745,245 600 443 2 2 0 1 5

68 城 辺 町 9,462 9,316 98.5 1,638,769 472 438 (1) 2 0 3 5

69 一本松町 4,361 4,232 97.0 691,762 563 475 (1) 2 1 2 5

70 西 海 町 3,221 3,221 100.0 568,220 599 490 (1) 0 0 1 1

1,497,503 1,396,654 93.3 174,024,265 422 349 40 （3） 217 128 249 630

※ 行政区域内人口は平成１５年３月末の住民基本台帳集計人口に給水契約をしている外国人登録者を合計したもの。

※ 施設数の（　　）書きは、広域水道施設である。

資料13－３　県内市町村別水道事業実績概要表

施　　設　　数給水実績（上水・簡水のみ）

（平成16年３月末現在）

合　　計

簡易水道
番号 市町村名

現在給水
人　　口
(条例水

道等含む)

行政区域内
人　　　口 普及率


	h16-s-13-01
	h16-s-13-02
	h16-s-13-03

